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第３章 

将来の見通し 

                     1 人口 

                     2 汚水量 
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１-1 行政人口※ 

  本市の将来行政人口は、国の人口推計（「日本の将来推計人口、平成25年３月推計」、国立

社会保障・人口問題研究所）を参考とし推計しました。 

  なお、下水道事業統計における人口（3月末）と国勢調査による人口（10月 1日）は、時

点が異なることから平成27年度下水道事業統計値との整合を図り推計結果を補正しました。 

  行政人口は減少傾向にあり、平成38年度には約34万 9千人まで減少する見込みです。 

 図 3－1 行政人口の推計 

1-2 処理区別計画人口※ 

 処理区別将来人口の推計には、各処理区の地域ごとに、過年度実績より求めた地域別（市街

地、周辺地域、中山間地域）人口減少の傾向を反映して推計を行いました。 

表 3－1 処理区別計画人口の推計 

年次 
公共下水道 

農集 小規模 浄化槽 合計 
東部処理区 下流処理区 上流処理区 特環処理区 

H27 149,211 83,354 115,059 14,985 7,703 102 11,727 382,141 

H28 147,465 82,827 114,522 14,801 7,551 101 11,554 378,821 

H29 145,734 82,296 113,975 14,618 7,401 100 11,376 375,500 

H30 144,011 81,762 113,420 14,435 7,253 100 11,199 372,180 

H31 142,295 81,226 112,858 14,255 7,107 99 11,019 368,859 

H32 140,588 80,685 112,287 14,074 6,961 99 10,845 365,539 

H33 139,089 80,285 111,887 13,937 6,848 98 10,707 362,851 

H34 137,598 79,883 111,480 13,799 6,734 98 10,572 360,164 

H35 136,113 79,478 111,067 13,662 6,622 98 10,435 357,475 

H36 134,635 79,071 110,648 13,523 6,511 97 10,303 354,788 

H37 133,164 78,660 110,223 13,388 6,400 97 10,168 352,100 

H38 131,562 78,193 109,692 13,258 6,303 96 10,044 349,148 

第３章 将来の見通し 

１ 人口 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

行政人口 382,141 378,821 375,500 372,180 368,859 365,539 362,851 360,164 357,475 354,788 352,100 349,148
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1-３ 水洗化人口※

  水洗化人口の将来推計にあたり

の公示から水洗化するまでの傾向

昇しますが、80％を超えるとそれ

  この結果を踏まえ、今後水洗化率

ました。 

 図 3－2 水洗化率の推移

表3－2 水洗化人口の推計 

年次 
公共下水道

東部処理区 下流処理区 上流処理区

H27 147,437 78,680 100,584

H28 146,830 79,126 101,

H29 145,288 79,564 102,

H30 143,745 79,995 103,

H31 142,202 80,418 103

H32 140,659 80,161 104

H33 139,117 79,774 105

H34 137,574 79,387 106

H35 136,031 78,999 107

H36 134,488 78,612 108

H37 132,946 78,225 108

H38 131,403 77,837 108
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にあたり、平成10年度、15年度、20年度について下水道供用開始

傾向を検証しました。その結果、公示当初は水洗化率

えるとそれ以降毎年１％程度上昇する傾向にあることが分

今後水洗化率は毎年 1%上昇すると仮定し、将来の水洗化人口

公共下水道
農集 小規模 浄化槽

上流処理区 特環処理区 

100,584 11,816 6,583 90 2,634

101,443 11,886 6,529 93 2,671

102,295 11,954 6,473 96 2,707

103,143 12,017 6,416 99 2,743
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104,822 12,139 6,297 99 2,813

105,652 12,213 6,263 98 2,857

106,477 12,282 6,226 98 2,901

107,297 12,346 6,189 98 2,945
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将来の計画汚水量については、過去の実績から汚水量原単位※を設定し、水洗化人口に乗じ

ることで推計しました。 

平成 28年度以降は水洗化人口の減少に伴い汚水量も減少する見込みです。 

表３－3 汚水量の推計  

H28 H30 H32 H34 H36 H38 

汚水量

（千m3） 
37,493.8 37,392.3 37,219.3 36,963.1 36,702.1 36,330.5 

図 3－3 処理区別汚水量の予測  

２ 汚水量 

H28 H30 H32 H34 H36 H38

戸別浄化槽 144.5 148.6 152.2 157.3 162.4 167.5

小規模 8.0 8.4 8.4 8.4 8.4 8.0

農集処理区 548.2 538.7 528.5 522.7 516.5 510.3

特環処理区 1,884.8 1,894.3 1,903.1 1,914.8 1,923.9 1,932.7

上流処理区 10,148.2 10,316.5 10,482.6 10,646.1 10,807.8 10,860.0

下流処理区 7,771.0 7,853.8 7,869.5 7,795.8 7,722.1 7,648.0

東部処理区 16,988.9 16,632.0 16,275.0 15,918.0 15,561.0 15,204.1
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第４章 

施策の実施状況と課題 

                     1 下水道の普及促進 

                     2 安全・安心な下水道 

                     3 環境保全に配慮した下水道 

                     4 下水道の施設再生 

                     5 健全な下水道経営・施設の適正な管理 
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◎公衆衛生の向上・ 

生活環境の改善 

◎地震対策 

◎道路陥没事故の 

未然防止対策 

◎浸水対策 

◎公共用水域の水質の

改善 

◎水循環の再生と 

省エネルギー・ 

創エネルギー※の推進

◎資産効率の向上 

◎施設空間の活用 

◎効率的な経営 

◎適正な管理 

◎公共下水道等の 

計画的整備 

◎施設の耐震診断及び 

耐震化 

◎管路のテレビカメラ調査※ 

◎雨水渠の計画的整備 

◎雨水流出抑制対策※ 

◎下水道整備済み地区の 

普及啓発活動の強化 

◎戸別浄化槽整備事業の推進 

◎省エネルギー設備の導入 

◎創エネルギー施設の導入 

◎長寿命化計画の策定 

◎老朽化した施設の 

計画的更新 

◎不明水※対策 

◎施設有効利用の調査 

◎経営健全化の推進 

◎包括的民間委託※の継続 

◎情報の発信

◎お客さまニーズの把握 

◎技術力の維持・向上 

安全・安心
な下水道 

下水道の 

普及促進

環境保全に 

配慮した下水道 

健全な下水道経営

施設の適正な管理

下水道の 

施設再生

平成２３年３月に「暮らしと水環境を向上させる長野市の下水道」を本市下水道の将来像とし

て掲げ、「長野市下水道１０年ビジョン」を策定しました。ここでは、施策のこれまでの実施状況

と近年の社会情勢変化による新たな課題について整理しました。 

図１ 平成２２年度策定 長野市下水道１０年ビジョンの将来像 

第４章 施策の実施状況と課題 
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１-1 公衆衛生の向上・生活環境の改善  

【取組内容】 公共下水道等の整備 

項目 現在値 目標値 

汚水処理人口普及率※ 89.4％（H21） 95％（H24） 100％（H29） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
% 

93.9 95.1 96.2 97.3 98.4 99.4 100 100 100 100 

実績値 93.5 95.1 96.2 97.0 97.3  

目標 平成 29年度末までに汚水処理人口普及率100％を目指します 

１）実施状況 

   下水道整備が郊外まで進み人口密度の低い地域の整備となっているため、平成24年度以降

人口普及率の伸びは鈍化しています。 

図４－１ 人口普及率の状況 

２）新たな課題 

現在の汚水処理事業の状況を事業区域別に見ると、表４－１に示すとおり、下水道により処

理を予定している区域は98.4%が整備済みとなっていますが、合併処理浄化槽※による処理を

予定している区域では、４3.5%（個人設置浄化槽含む）にとどまっています。 

そのため、合併処理浄化槽設置事業の推進が必要です。 

表４－１ 地域別整備の状況 

区域内人口 処理人口 人口整備率 

公共下水道区域 362,609 356,690 98.4％ 

農業集落排水区域 7,805 7,805 100% 

合計 370,414 364,495 98.4% 

合併浄化槽区域 11,727 5,097 43.5％ 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

普及率（計画） 89.4 92.7 93.9 95.1 96.2 97.3 98.4

普及率（実績） 89.4 91.7 93.5 95.1 96.2 97.0 97.3
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2-１ 地震対策 

【取組内容】処理場耐震化事業 

項目 現在値 目標値 

東部浄化センター耐震化 2施設（H21） 4施設（H25） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 設計 工事 工事 

実績値 
沈砂池 

ポンプ棟

沈砂池 

ポンプ棟 

送風機棟

送風機

棟 

目標 平成 25年度末までに沈砂池ポンプ棟、送風機棟の耐震化を実施します 

１）実施状況 

東部浄化センターの主要施設（建物）の耐震化については、沈砂池ポンプ棟、送風機棟の耐

震化事業を実施し目標値を達成しました。これにより、昭和56年以前建設の主要施設（建物）

の耐震化については完了しました。 

２）新たな課題 

本市の汚水処理施設※で現在耐震基準を満たしていない施設は、表４－２、４－３に示すと

おりであり、耐震性能を調査したところ、複数の施設において耐震化が必要なことが分かりま

した。これらの施設については、近い将来更新時期を迎える施設及び統廃合計画により廃止が

予定されている施設もあるため、施設の維持修繕計画と改築更新計画を考慮した耐震化を実施

する必要があります。 

耐震化後 耐震化前 

東部浄化センター 沈砂池ポンプ棟 耐震化状況 
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【取組内容】 雨水ポンプ場耐震診断 

項目 現在値 目標値 

雨水ポンプ場耐震診断 1施設（H21） 10施設（H28） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
施設数 

2 3 4 6 8 10 

実績値 １ 2 ３ 

目標 平成２８年度末までに全施設の耐震診断を行い、結果により耐震化を実施します 

１）実施状況 

雨水ポンプ場の耐震診断については、平成27年度までに建設年度の古い施設から３施設

の耐震診断を実施しました。平成25年度には、平成７年度に供用を開始した神明広田ポン

プ場について、耐震診断調査を行ったところ、機能的な健全度※は非常に高い結果となりま

した。 

２）新たな課題 

本市の雨水ポンプ場の多くは、平成10年以降に建設され継続的に維持修繕を実施するこ

とにより機能的には健全な状態を保っておりますが、平成27年度末において稼働している

１４施設のうち約７割にあたる10施設が耐震性に課題を持っています。 

なお、耐震性に課題のある10施設のうち健全度の高い8施設については、劣化状況を見

極めながら施設更新と合わせて耐震化を実施することが必要です。 

また、建設年度が古く劣化が著しい山根井・西田川雨水ポンプ場の2施設については、通

常の運転業務に支障が出ていることから優先的な改築※が必要です。 

大豆島ポンプ場 整備状況 
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表４－２ 耐震化状況一覧表（公共下水道処理施設） 

施設名 

（棟別名称） 
建築年 耐震構造 

耐震診断 耐震補強 

実施 予定 実施 予定 

東
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

管 理 本 館 S56  ○  ○  

沈砂池ﾎﾟ ﾝ ﾌ ﾟ棟 S56  ○  ○  

送 風 機 棟 S56  ○  ○  

特別高圧受電棟 H6  ○   ○ 

１ 系 列 水 処 理 S56  ○  ○  

２ 系 列 水 処 理 S60  ○  ○  

３ 系 列 水 処 理 H2  ― ― ― 廃止予定 

４ 系 列 水 処 理 H13 ○ ― ― ― ― 

砂 ろ 過 １ 号 S56  ○  ○  

砂 ろ 過 ２ 号 H4  ○ ― ― 廃止予定 

汚泥濃縮ﾀ ﾝ ｸ棟 S56  ○ ― ― 廃止予定 

機 械 濃 縮 棟 H17 ○ ― ― ― ― 

汚 泥 処 理 棟 S56  ○  ○  

焼 却 棟 H1･H5  ― ― ― 廃止 

車 庫 洗 浄 車 棟 H3  ― ― ― 廃止予定 

塩素接触ﾀ ﾝ ｸ棟 S56  ○   ○ 

汚 泥 運 搬 車 

格 納 庫 棟 
H21 ○ ― ― ― 廃止予定 

樋 門 S56  ○   ○ 

新 諏 訪 ポ ン プ 場 S56  ―  ― 廃止予定 

安 茂 里 ポ ン プ 場 H5  ○   ○ 

川 合 新 田 ポ ン プ 場 S53   ○   

戸 隠 高 原 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H8  ○   ○ 

豊 岡 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H11 ○ ― ― ― ― 

鬼 無 里 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H10  ○   ○ 

信 州 新 町 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H11  ○   ○ 

中 条 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H14 ○ ― ― ― ― 
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表４－３ 耐震化状況一覧表（農業集落排水処理施設） 

施設名 建築年 耐震構造 
耐震診断 耐震補強 

実施 予定 実施 予定 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 信 田 東 部 H6   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 有 旅 H13   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 安 庭 H6   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 平 三 水 H16   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 七 二 会 中 部 H12   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 山 布 施 H19   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 浅 川 北 部 H10   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 東 部 H10   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 中 部 H8   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 西 部 H17   ○  ○ 

二 ツ 石 排 水 処 理 施 設 H9  ― ― ― 廃止予定 

川 谷 排 水 処 理 施 設 H11   ○  ○ 

城 山 排 水 処 理 施 設 H10   ○  ○ 

蟻 ヶ 崎 排 水 処 理 施 設 H15   ○  ○ 

平志垣地区農集排施設 H8   ○  ○ 

裾 花 地 区 農 集 排 施 設 H10   ○  ○ 

下内中村地区農集排施設 H14   ○  ○ 

坪 山 地 区 農 集 排 施 設 H16   ○  ○ 

上楠川地区農集排施設 H16   ○  ○ 

西京東京地区農集排施設 H9   ○  ○ 

上 里 農 集 排 施 設 H12   ○  ○ 

大原・牧下農集排施設 H11   ○  ○ 
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表４－４ 耐震化状況一覧表（雨水排水ポンプ場※、雨水調整池） 

注）運動公園雨水調整池は、平成６年度に一部供用開始しています。 

施設名 建築年 耐震構造 
耐震診断 耐震補強 

実施 予定 実施 予定 

山 根 井 排 水 機 場 S59   ○  ○ 

西 田 川 排 水 機 場 S62   ○  ○ 

松 代 １ 号 ポ ン プ 場 H5  ○  ○  

三 念 沢 ポ ン プ 場 H6  ○   ○ 

神 明 広 田 ポ ン プ 場 H7  ○   ○ 

砂 田 ポ ン プ 場 H10   ○  ○ 

東 福 寺 ポ ン プ 場 H10   ○  ○ 

更 北 南 部 ポ ン プ 場 H11   ○  ○ 

寺 尾 ポ ン プ 場 H12   ○  ○ 

稲 里 ポ ン プ 場 H13   ○  ○ 

沖 ポ ン プ 場 H14   ○  ○ 

南 部 ポ ン プ 場 H20 ○ ― ― ― ― 

赤 沼 ポ ン プ 場 H23 ○ ― ― ― ― 

堀 中 島 ポ ン プ 場 H24 ○ ― ― ― ― 

大 豆 島 ポ ン プ 場 H28 ○ ― ― ― ― 

宮 川 ポ ン プ 場 計画  ― ― ― ― 

綿 内 ポ ン プ 場 計画  ― ― ― ― 

浅 野 島 ポ ン プ 場 計画  ― ― ― ― 

北 八 幡 雨 水 調 整 池 S47   ○  ○ 

堀 切 沢 雨 水 調 整 池 S62   ○  ○ 

中 越 雨 水 調 整 池 H2   ○  ○ 

弁 天 雨 水 調 整 池 H6   ○  ○ 

今 井 幡 雨 水 調 整 池 H12   ○  ○ 

運 動 公 園 雨 水 調 整 池 H23 ○ ― ― ― ―

牛 池 雨 水 調 整 池 H23 ○ ― ― ― ― 

北 堀 雨 水 調 整 池 H27 ○ ― ― ― ― 

畑 中 雨 水 調 整 池 計画  ― ― ― ― 

北 原 雨 水 調 整 池 計画  ― ― ― ― 

南 原 雨 水 調 整 池 計画  ― ― ― ― 
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【取組内容】 管路施設耐震診断、管路施設耐震化事業 

項目 現在値 目標値 

重要 7路線管路施設耐震化 0km（H21） 28km（H28） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

管路施設耐震診断 

計画値 
km 

28 

実績値 28  実施済 

管路施設耐震化事業 

計画値 
km 

  設計 2.3 4.6 7.0 

実績値    1.3 3.6    

目標 
平成 23年度末までに重要7路線（全延長28km）を対象に耐震診断を行い、 

平成 28年度末までに耐震化を実施します 

注）重要７路線：長野市上下水道局震災対策計画に位置づけられた施設（防災拠点施設及び避難地）と処理場

を結ぶ幹線です。 

１）実施状況 

管路施設耐震化事業については、重要7路線（表４－5）を位置付け優先的に耐震化を図り

ました。平成24年度に耐震診断を完了し、診断により耐震化が必要とされた７ｋｍについて

耐震化工事を進め、平成 27 年度末において 3.6km の耐震化を行いました。今後も、耐震化

が必要と判断された7kmについて耐震化事業を継続します。 

表４－５ 重要 7路線耐震化実施状況 

路線名 
総延長 

（km） 

耐震化必要延長 

（km） 

耐震化済延長 

（km） 

１ 中 央 汚 水 幹 線 5.3 0.9 0.4 

２ 朝 陽 １ ・ ７ 号 汚 水 幹 線 5.5 4.9 2.9 

３ 南 部 汚 水 幹 線 5.1 0.4 0.3 

４ 篠 ノ 井 １ 号 汚 水 幹 線 2.2 0.0 0.0 

５ 若 槻 １ ・ ９ 号 汚 水 幹 線 5.7 0.8 0.0 

６ 東 部 汚 水 幹 線 3.6 0.0 0.0 

７ 松 代 １ 号 汚 水 幹 線 0.6 0.0 0.0 

合計  28.0 7.0 3.6 

２）新たな課題 

本市の耐震性に課題のある管路は、約1,600km（平成13年以前施工）であり全体の約68％

となります。地震災害発生時のライフライン確保のため、重要7路線以外の管路について耐震

化を進める必要があります。 

また、耐震対策については、管更生※工事において同時に対策が可能であるため、老朽管解

消事業と調整を図り優先度を考慮し効率的に進めることが重要です。 
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２-2 道路陥没事故の未然防止対策 

【取組内容】 管路のテレビカメラ調査 

項目 現在値 目標値 

テレビカメラ調査 94km（H21） 174km（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 

km 
102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 

実績値 104 118 124 136 149  

目標 
平成 32年度末までに管径φ600mm以上の管路（全延長80km）を対象にテレビカ

メラ調査を進めます 

１）実施状況 

  管路のテレビカメラ調査は、平成27年度末までに149km実施し、陥没事故の未然防止を

目的とし計画的に推進しています。 

  また、テレビカメラ調査により異常個所を発見した場合は、部分的な修繕や管更生工事を行

うことで道路陥没事故や管渠閉塞を未然に防止しています。 

 －管路破損個所部分補修状況－ 

  （補 修 前）                 （補 修 後） 

2）新たな課題 

   年々増加する管路施設の劣化・損傷を早期に発見し維持修繕を行うためには、計画的な点検

が非常に重要ですが、増加する損傷個所すべてをテレビカメラ調査で発見することは、時間的

にも経済的にも困難と考えられ、目視点検※、管口調査等と組合わせた管理方法の検討が必要

です。 

既存管渠の内面を被

覆することで修繕し

ています 
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2-３ 浸水対策 

【取組内容】 雨水渠整備事業 

項目 現在値 目標値 

雨水渠面積整備率 30.2％（H21） 34.0％（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
% 

30.6 31.0 31.3 31.7 32.1 32.5 32.9 33.2 33.6 34.0 

実績値 30.9 31.3 31.7 32.1 32.5  

目標 平成 32年度末までに面積整備率34.0％を目指します 

１）実施状況 

雨水渠整備事業については、計画に基づき雨水幹線、雨水調整池を整備し、平成27年度末

における面積整備率は、図４－２のとおり 32.5％となりました。今後も浸水被害の解消を目

標に事業を推進します。 

 図４－２ 雨水渠面整備率の推移 

２）新たな課題 

雨水渠整備については、農業用水路の機能を確保しながら整備を行う必要があることなどか

ら、整備の完了には相当の時間を要する状況です。このため、浸水対策を優先的に実施する区

域を明確にし、浸水被害の早期解消に努めていく必要があります。 

浸水被害軽減対策は、雨水渠整備を中心に進めてきましたが、現在市内の一部について運用

している水門等の遠隔監視システムを拡充整備するなど、ソフト的な対策を併せて行うなどの

浸水被害早期軽減に向けた取り組みが必要です。 

H20年 雨水渠整備前 

時間雨量26mm 

H27年 雨水渠整備後 

時間雨量 31mm 

上松地区 

H23 H24 H25 H26 H27

整備率（計画） 30.6 31.0 31.3 31.7 32.1

整備率（実績） 30.9 31.3 31.7 32.1 32.5

29.0 

30.0 

31.0 

32.0 

33.0 （％） 
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【取組内容】 各戸への雨水貯留施設※助成事業 

項目 現在値 目標値 

雨水貯留タンク※設置 2,770基（H21） 3,570基（H25） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
基
3,170 3,370 3,570 

実績値 3,123 3,282 3,435 3,541 3,627 

目標 平成 25年度末までに約800基の助成を目指します 

１）実施状況 

雨水貯留タンク設置事業については、浸水被害の軽減、水資源の有効利用及び非常時の生活

用水としての利用を目的に平成 25 年度の 3,570 基の設置を目指し推進してきました。平成

25 年度以降継続的に PR 等普及活動を行った結果、平成 27 年度末において 3,627 基が設

置されました。（図４－３） 

本事業は、市民の皆様への防災意識の向上と浸水被害の軽減効果を併せ持つ、官民一体とな

った総合的な浸水対策事業として今後も継続実施します。 

図４－３ 貯留施設設置数の推移 

２）新たな課題 

雨水貯留タンク設置事業については、初期に設置され老朽化が懸念される貯留施設の機能を

維持するため、更新も含めたPR活動を実施していく必要があります。 

H17以前 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

設置基数 720 1,048 542 265 195 173 180 159 153 106 86 

累計 720 1,768 2,310 2,575 2,770 2,943 3,123 3,282 3,435 3,541 3,627 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 
（基）
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３－１ 公共用水域の水質の改善

【取組内容】 下水道普及啓発活動の強化 

項目 現在値 目標値 

水洗化率 82.7％（H21） 95％（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
％ 

85.4 86.7 88.6 89.6 90.9 92.2 93.6 94.6 95.1 95.2 

実績値 88.1 89.0 89.5 90.9 92.3  

目標 平成 32年度末までに水洗化率95％を目指します 

１）実施状況 

下水道の普及については、市内の水環境の改善を目的に汚水処理施設への接続促進を図り、

平成２７年度末において水洗化率は９2.3%となりました。今後も継続的に事業を推進します。 

図 4－４ 水洗化率の状況 

２）新たな課題 

平成 10年度以降の供用開始後の接続世帯数は、およそ6年間で８０%程度まで上昇します

が、それ以降は、毎年約1％程度の上昇にとどまっています（第3章 将来予測参照）。 

下水道の整備の概成により、平成27年度以降は新規供用開始世帯が減少することなどから

水洗化率の伸びの低下が予想され、整備済区域内及び浄化槽区域における普及啓発活動の強化

が必要です。 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

水洗化率（計画） 82.7 84.5 85.4 86.7 88.6 89.6 90.9

水洗化率（実績） 82.7 85.2 88.1 89.0 89.5 90.9 92.3

76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0



- 40 - 

【取組内容】 戸別浄化槽整備事業 

項目 現在値 目標値 

浄化槽設置基数 0基（H23） 800基（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 基 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 

実績値 基 44 88 119 134 159  

目標 平成 29年度末までに設置を希望する全ての世帯の整備を目指します 

１）実施状況 

戸別浄化槽の整備については、平成23年度より市内全域に拡大し、普及に向けた広報活動

を行うなど、水環境保護への意識の向上を図り浄化槽の設置を推進しました。 

表 4－6 戸別浄化槽年度別受付・工事件数                  単位（件） 

年度 
受付 

件数 

工事 

件数 

工事件数（受付年度別） 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

H21 12 - -        

H22 50 12 12        

H23 29 44  44       

H24 33 44  5 29 10     

H25 26 31    23 8    

H26 28 15     15    

H27 19 25     3 19 3  

H28 24 29  1    9 14 5 

H29 - 21       2 19 

合計 221 221 12 50 29 33 26 28 19 24 

注 1）H29の工事件数は実施予定件数です。 

注 2）工事の実施年度は、お客さまの要望で前後します。

2）新たな課題 

 浄化槽整備事業については、市内全域に区域を拡張して事業を推進していますが、更なる啓発

活動が必要です。また、将来的維持管理コストの低減のため適正な管理を継続する必要がありま

す。 
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3-２ 水循環の再生と省エネルギー・創エネルギーの推進 

【取組内容】 省エネルギー設備導入事業（水処理※施設更新） 

項目 現在値 目標値 

水処理施設更新 原単位 0.1454（H21） 原単位 0.1294（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 0.143 0.141 0.140 0.138 0.137 0.135 0.134 0.132 0.131 0.129 

実績値 0.140 0.141 0.143 0.146 0.133  

目標 年平均1％以上のエネルギー消費原単位の削減を図ります 

注）エネルギー消費原単位：施設で1年間に消費するエネルギー（電気・燃料）を原油量に換算し、流入汚水

量で除した値   原単位=エネルギー使用量(原油換算 kl)/流入汚水量(千/ ) 

１）実施状況 

  平成27年度におけるエネルギー消費原単位は表4-７に示すとおり0.1326kl/千 となり、

平成 21 年度に対し 10.0%（年平均 1.7%）の削減となりました。今後も、継続して省エネ

ルギー運転を行います。 

表 4－7 エネルギー原単位の推移 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

エネルギー使用量 

原油換算 [kl]
2,883 2,700 2,648 2,748 2,792 2,799

流入水量[千 ] 19,770 19,320 18,790 19,178 19,084 21,111

エネルギー原単位 0.1458 0.1398 0.1409 0.1433 0.1463 0.1326

図 4－５  

２）新たな課題 

運転調整による省エネルギー対策は限界となっているため、省エネルギー設備導入について

検討する必要があります。 

0.1454 
0.1458 

0.1398 
0.1409 

0.1433 

0.1463

0.1326

0.125 

0.130 

0.135 

0.140 

0.145 

0.150 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

目標値

実績値
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【取組内容】 地域新エネルギー導入事業（小水力発電※、太陽光発電） 

項目 現在 目標 

小水力発電、太陽光発電 未導入 導入 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 調査 導入 継続 

実績値 調査 

目標 技術革新に併せ導入します 

１）実施状況 

平成 23年度に省エネルギー及び地域新エネルギー設備導入に関する検討を実施しました。 

検討の結果、太陽光発電施設の導入など、水処理施設棟の上部空間利用については、施設の

耐震強度を確保することができないため、設備導入は困難となりました。 

また、小水力発電設備については、設備導入費用に対する年間発電電力量及び排出 CO2 削

減量を比較し導入効果を検証しましたが、十分な結果が得られず導入を見送りました。 

新エネルギー設備については、新たな技術開発に注視し定期的に導入の検討を継続する必要

があります。 

太陽光発電施設の検討を行った水処理施設の上部 

（東部浄化センター） 
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4-１ 資産効率の向上 

【取組内容】 下水道長寿命化計画策定 

項目 現在 目標 

処理場施設 未策定 策定 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

東部浄化センター・安茂里ポンプ場・特環5施設 

計画値 安茂里  特環 東部 

実績値 東部 

東部 

安茂里 

戸隠高原 

東部  

目標 施設の調査を行い、それに基づき下水道長寿命化計画を策定します 

【取組内容】老朽施設解消事業（農集処理施設） 

項目 現在値 目標値 

処理場施設の改築・更新 0施設（H21） 12施設（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
施設数 

2 4 6 8 10 12 

実績値 機能診断調査実施  

目標 設備の計画的な改築・更新を実施します 

注）計画策定当時は、農業集落排水施設のうち、供用から20年を経過する施設を対象としていました。 

１）実施状況 

平成 27年度末現在、本市が維持管理する汚水及び雨水処理（排水）施設は、表 4-8、9、

10 に示すとおりです。そのうち平成２７年度末にまでに 11 施設について計画を策定しまし

た。 

なお、公共下水道事業の3施設及び農業集落排水事業の22施設については、計画策定に必

要な機能診断調査を完了しています。今後も、これらの調査結果を基に長寿命化計画の策定を

進めます。 

２）新たな課題 

施設更新計画については、個別に実施してきましたが、将来的な施設統合及び施設耐震化を

考慮した、効率的かつ経済的な施設の再投資のあり方を検討することが必要です。 

4 基本施策 下水道の施設再生 
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表4-８ 長寿命化状況一覧表（公共下水道処理施設） 

施設名 

（棟別名称） 
建築年 

長寿命化計画 

最適整備構想 

長寿命化工事 

機能強化事業 

実施 予定 実施 予定 

東
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

管 理 本 館 S56  ○  ○ 

沈 砂 池 ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ 棟 S56 ○  ○  

送 風 機 棟 S56 ○  ○  

特 別 高 圧 受 電 棟 H6 ○   ○ 

１ 系 列 水 処 理 S56  ○  ○ 

２ 系 列 水 処 理 S60  ○  ○ 

３ 系 列 水 処 理 H2  ○  ○ 

４ 系 列 水 処 理 H13  ○  ○ 

砂 ろ 過 １ 号 S56 ○  ○  

砂 ろ 過 ２ 号 H4 ○ ― ― 廃止予定 

汚 泥 濃 縮 ﾀ ﾝ ｸ 棟 S56 ― ― ― 廃止予定 

機 械 濃 縮 棟 H17  ○  ○ 

汚 泥 処 理 棟 S56  ○  ○ 

焼 却 棟 H1･H5 ― ― ― 廃止 

車 庫 洗 浄 車 棟 H3 ― ― ― 廃止予定 

塩 素 接 触 ﾀ ﾝ ｸ 棟 S56 ○  ○  

汚 泥 運 搬 車 

格 納 庫 棟 
H21 ― ― ― 廃止予定 

樋 門 S56  ○  ○ 

新 諏 訪 ポ ン プ 場 S56 ― ― ― 廃止予定 

安 茂 里 ポ ン プ 場 H5 ○   ○ 

川 合 新 田 ポ ン プ 場 S53  ○  ○ 

戸 隠 高 原 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H8 ○   ○ 

豊 岡 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H11 ○※ ○  ○ 

鬼 無 里 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H10 ○※ ○  ○ 

信 州 新 町 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H11 ○※ ○  ○ 

中 条 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H14  ○  ○ 

※長寿命化計画策定のための施設の機能診断調査を実施済の施設 
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表4-９ 長寿命化一覧表（農業集落排水施設） 

施設名 建築年 

長寿命化計画 

最適整備構想 

長寿命化工事 

機能強化事業 

実施 予定 実施 予定 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 信 田 東 部 H6 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 有 旅 H13 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 安 庭 H6 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 平 三 水 H16 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 七 二会中部 H12 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 山 布 施 H19 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 浅 川 北 部 H10 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 東 部 H10 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 中 部 H8 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 西 部 H17 ○※   ○ 

二 ツ 石 排 水 処 理 施 設 H9 ○※ ― ― 廃止予定 

川 谷 排 水 処 理 施 設 H11 ○※   ○ 

城 山 排 水 処 理 施 設 H10 ○※   ○ 

蟻 ヶ 崎 排 水 処 理 施 設 H15 ○※   ○ 

平志垣地区農集排施設 H8 ○※   ○ 

裾 花 地 区 農 集 排 施 設 H10 ○※   ○ 

下内中村地区農集排施設 H14 ○※   ○ 

坪 山 地 区 農 集 排 施 設 H16 ○※   ○ 

上楠川地区農集排施設 H16 ○※   ○ 

西京東京地区農集排施設 H9 ○※   ○ 

上 里 農 集 排 施 設 H12 ○※   ○ 

大原・牧下農集排施設 H11 ○※   ○ 

※最適整備構想策定のための施設の機能診断調査を実施済の施設 
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表4-1０ 長寿命化一覧表（雨水排水ポンプ場） 

施設名 建築年 

長寿命化計画 

最適整備構想 

長寿命化工事 

機能強化事業 

実施 予定 実施 予定 

山 根 井 排 水 機 場 S59  ○  ○ 

西 田 川 排 水 機 場 S62  ○  ○ 

松 代 １ 号 ポ ン プ 場 H5 ○  ○  

三 念 沢 ポ ン プ 場 H6 ○  ○  

神 明 広 田 ポ ン プ 場 H7 ○   ○ 

砂 田 ポ ン プ 場 H10  ○  ○ 

東 福 寺 ポ ン プ 場 H10  ○  ○ 

更 北 南 部 ポ ン プ 場 H11  ○  ○ 

寺 尾 ポ ン プ 場 H12  ○  ○ 

稲 里 ポ ン プ 場 H13  ○  ○ 

沖 ポ ン プ 場 H14  ○  ○ 

南 部 ポ ン プ 場 H20  ○  ○ 

赤 沼 ポ ン プ 場 H23  ○  ○ 

堀 中 島 ポ ン プ 場 H24  ○  ○ 

大 豆 島 ポ ン プ 場 H28 ― ― ― ― 

宮 川 ポ ン プ 場 計画 ― ― ― ― 

綿 内 ポ ン プ 場 計画 ― ― ― ― 

浅 野 島 ポ ン プ 場 計画 ― ― ― ― 

北 八 幡 雨 水 調 整 池 S47  ○  ○ 

堀 切 沢 雨 水 調 整 池 S62  ○  ○ 

中 越 雨 水 調 整 池 H2  ○  ○ 

弁 天 雨 水 調 整 池 H6  ○  ○ 

今 井 幡 雨 水 調 整 池 H12  ○  ○ 

運 動 公 園 雨 水 調 整 池 H23  ○  ○ 

牛 池 雨 水 調 整 池 H23  ○  ○ 

北 堀 雨 水 調 整 池 H27  ○  ○ 

畑 中 雨 水 調 整 池 計画 ― ― ― ― 

北 原 雨 水 調 整 池 計画 ― ― ― ― 

南 原 雨 水 調 整 池 計画 ― ― ― ― 

注）運動公園雨水調整池は、平成６年度に一部供用を開始しています。 
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【取組内容】 老朽管解消事業（管路施設） 

項目 現在値 目標値 

管渠調査、改築・更新 0km（H21） 74km（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

管渠調査 

計画値 
km 

17 34 44 54 64 74 

実績値 46.5 53.6 

改築更新 

計画値 
km 

3.6 7.2 10.2 13.2 15.2 17.2 20.2 

実績値 0.7 1.6  

目標 
平成 32年度末までに耐用年数を超える74kmの管路調査を行い、平成26年度から

耐震化も考慮した改築・更新を20km行います 

１）実施状況 

管路施設の老朽管解消事業については、現在までに53.6kmの管渠調査を行い、緊急に対策

が必要と判断された3.0kmのうち1.6kmの改築更新を行いました。今後も老朽管解消事業を

継続します。 

２）新たな課題 

本市の耐用年数を超過する老朽管路は、平成47年度以降急速な増加が予想され、道路陥没

事故等につながる破損などが発生する危険性の高い管渠について最優先に老朽化対策を実施し

ていく必要があります。 

老朽管路は、今後 20 年間で 389km（全体の 16.5％）を超えるため、長期的な視野に立

った改築計画の策定が必要です。 

図４－６ 老朽管路の増加状況 
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【取組内容】 不明水対策（管更生） 

項目 現在値 目標値 

管更生 3.8km（H21） 12.5km（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
km 

3.8 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 

実績値 4.8 6.3 7.4 8.3 9.2  

目標 平成 34年度末までに不明水の多い地区を対象に管更生を実施します 

１）実施状況 

不明水対策事業については、管更生工事を行うことにより浸入水を減少させ、処理場への負

担を負担を軽減すると共に汚水処理コストの縮減を目標としています。 

若槻・浅川団地地区においては、平成18年度より対策に着手し、その後不明水が特に多い

とされた9.2kmについて重点的に対策を行いました。 

結果、対策実施前の平成23年度と対策後の不明水量の比較では、更生前の平成23年度に

対して約70％軽減されています。 

図４－７ 降雨量に対する不明水量 

２）新たな課題 

平成 27年度末において本市には、水密性※が低く老朽化に伴う不明水の浸入が特に懸念さ

れる陶管及び鉄筋コンクリート管が約324km埋設されています。 

これらの多くは、本市の下水道事業開始当初に採用されたものが多く、中心市街地に集中し

ており対策が必要です。 

注）不明水量＝雨天時汚水量―晴天時汚水量 
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4-２ 施設空間の活用 

【取組内容】 施設有効利用の

項目 

東部浄化センター 

水処理棟の空間利用 

年度 H23 H24 H25

計画値 

実績値 実施 

目標 
施設上部覆蓋※について

利用について調査を実施

１）実施状況 

平成23年度に地域新エネルギー

て検討を行いましたが、水処理施設

このため、平成27年度に近隣地域住民

設建設予定地をテニスコート及び

形成に向けた施設空間の多目的利用

東部浄化センター施設利用計画図
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の調査 

現在値 目標値

未実施 調査実施

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

実施 実施 実施

について、公園整備、太陽光発電パネルの設置等、上部空間

実施します 

エネルギー設備導入に関する調査として水処理施設上部

水処理施設の耐震強度を確保することが困難との結果に

近隣地域住民との意見調整を行い、未利用となっている

びグラウンドとして利用プランをまとめ、地域コミュ

多目的利用に着手しました。 

施設利用計画図

値

調査実施

H31 H32 

実施 実施 

上部空間の有効

水処理施設上部の利用につい

になりました。 

となっている水処理施

コミュ二ティの
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5-1 効率的な経営 

1）実績と課題 

整備の進展による新規接続の増加に伴い、使用料収入も増加傾向となっています。 

  平成26年度の会計制度の見直しにより、経常収支における利益（損益）は大幅に伸びました。 

利益は、建設改良のために発行した企業債の償還に充てますが、その償還額が非常に大きいう 

え年々増加しているため、資本的収支の不足を補填する財源が年々減少しています。 

今後10年間においては、企業債償還金が平成31年度にピークを迎えることなどから、補填

財源不足が発生する恐れがあるため、その対策が必要になります。 

 図４－８ 損益・補填財源残高等の状況 

5-2 適正な管理 

【取組内容】 経営健全化の推進 

項目 現在値 目標値 

適正な人員配置 未実施 １０％削減 

年度 H23 H27 H32 

計画値 81人 76 73 

実績値 81人 74  

目標 平成 32年度までに１０％の人員削減を実施します 

5 基本施策 健全な下水道経営・施設の適正な管理 
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１）実績と課題 

   平成28年４月1日現在で下水道関連の職員数は74人であり、削減目標を達成しました。 

  平成 28年度現在では、下水道管路設計事務に従事する職員は、８人に減少しています。 

今後人口減少に伴う料金収入減などの要因により経営環境の厳しさが増していく中で、将

来の老朽化施設※更新への対応やお客さまのニーズに的確に応えていくためには、組織体制

の効率化を進めるほか適正な人員確保や、職員一人ひとりのスキルアップが必要となります。 

図４－９ 職員数の推移 

【取組内容】 包括的民間委託の継続 

項目 現在値 目標値 

包括的民間委託 ６施設 28施設 

年度 H23 H27 H32 

計画値 ６施設 11施設 28施設 

実績値 ６施設 ６施設  

目標 平成 32年度までに２8施設に導入します 

１）実績と課題 

農業集落排水事業の汚水処理施設（２２施設）に対して技術管理業務委託を導入し、民間

事業者の創意と工夫により公共サービスの質の向上及び経費の削減に努めています。 

なお、設備導入時から職員が行ってきた維持管理業務についても順次包括的民間委託業務

に移行するなど効率的な運営の推進に努めています。 

   技術職員が減少する中、施設維持に関する民間委託を進める必要があります。 
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第５章 

下水道事業の目指すべき方向性 

１ 下水道事業の将来像 
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長野市下水道10年ビジョンは「暮らしと環境を向上させる長野市の下水道」を基本理念とし

て策定され、これまでに様々な取組を実施してきました。取組状況の評価により新たに見えてき

た課題に対応するため、本ビジョンでは「下水道の持続」、「強靭な下水道」、「健全な経営」 

第５章 下水道事業の目指すべき方向性 

１ 下水道事業の将来像 

良
好
な
暮
ら
し
と
環
境
を
持
続
さ
せ
る
長
野
市
の
下
水
道

将来像 基 本 施 策 基 本 方 針 

強靭な下水道 

下水道の持続 

 健全な経営 

適正で効率的な維持管理

による安定した下水道機

能の確保 

災害に強い安全・安心な

下水道の整備 

健全で透明性のある 

下水道サービスの提供 
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という３つの観点から基本方針、主要施策及び実現方策を策定し、施策を実行していくことで、

「良好な暮らしと環境を持続させる長野市の下水道」という将来像に向けた下水道事業の推進を

目指していきます。 

主 要 施 策 実 現 方 策 

経営健全化 

施設の適正な管理 ・管路の巡視点検と調査 

計画的な改築更新 
・施設の改築更新 

（管路施設、汚水処理施設、雨水ポンプ場）

下水道の普及・啓発 

・未普及地域の早期解消 

（公共下水道の整備、戸別浄化槽の整備、普及 

啓発活動の強化） 

・情報発信・お客さまニーズの把握 

施設の耐震化 
・施設の耐震化の推進 

（管路施設、汚水処理施設、雨水ポンプ場）

浸水対策 
・雨水渠等の重点的・集中的な整備 

・官民一体による雨水流出抑制対策の促進 

防災・減災対策 

・下水道BCPの強化 

・浸水被害軽減対策（水門遠隔操作システム 

拡充、水位情報監視システム構築）

・持続的な経営 

・効率的な組織体制の構築 

（民間活力の活用、人員の適正配置と人材育成） 

・エネルギー効率の向上 

（省エネルギー設備の導入、創エネルギー設備の 

導入） 

事業の効率化 
・施設の統廃合の検討 

・下水道全国データベースの活用 
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特定環境保全公共下水道事業 

鬼無里浄化センター 

農業集落排水事業 

上里浄化センター 

西京東京地区浄化センター 


